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平成30年度税制改正のポイント
本号では平成30年度税制改正の概要を、中小企業経営に関連する項目を中心にご紹介します。

主 な 改 正 項 目
１．【拡充・創設】中小企業経営者の次世代経営者への引継ぎを支援する税制措置
２．【創設】中小企業の投資を後押しする大胆な固定資産税の特例の創設
３．【拡充・延長】中小企業の賃上げ支援強化（所得拡大促進税制の拡充）
４．【創設】省エネ再エネ高度化促進投資税制
５．【延長】中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例

１．【拡充・創設】中小企業経営者の次世代経営者への引継ぎを支援する税制措置

　中小企業においては、65歳以上の経営者が全体の約４割を占めており、今後数年で多くの中小
企業が事業承継のタイミングを迎えると想定されますが、半数近くの企業でその準備が進んでい
ません。
　こうしたなか、事業承継を強力に後押しし、円滑な世代交代を通じた生産性向上を図るため、
事業承継税制が抜本的に拡充されました。また、M＆Aを通じた事業承継についても、新たに支
援策が創設されました。



（１）事業承継税制の抜本的拡充（贈与・相続）
　10年間の時限措置として事業承継税制の特例制度が創設されました。具体的には、対象株式数
の上限（発行済議決権株式数の２／３まで）が撤廃されて完全議決権株式の全てが納税猶予の対
象になるとともに、相続税の納税猶予割合が80％から100％に拡大されることにより、事業承継
時の税負担がゼロになる（例外として、外国に子会社がある等の一定の場合には税負担がゼロに
なりません）など、税制適用の入口要件が緩和されました。
　また、中小企業者等が事業承継税制の利用を躊躇する要因となっていた雇用確保要件（承継後
５年間平均８割維持）が実質的に撤廃され、当該要件が満たせなかった場合でも納税猶予を継続
可能となりました。

（２）M＆Aを通じた事業承継支援策
　中小企業等経営強化法の改正を前提に、「経営力向上計画」の認定を受けた中小企業者等が、
当該計画に基づき行うM＆A（合併・会社分割・売買等）により不動産を取得した場合、所有権
移転登記の登録免許税が軽減されるとともに、当該不動産の不動産取得税が１／６相当減額され
ます。



【生産性向上特別措置法案】

２．【創設】中小企業の投資を後押しする大胆な固定資産税の特例の創設

　市町村が策定した「導入促進基本計画」に基づき、「先端設備導入計画」※の認定を受けた中小
事業者等が一定の設備を取得した場合には、つぎのような支援措置を受けることができます。
※「先端設備等導入計画」とは、今国会に提出されている「生産性向上特別措置法案」に基づき、中小事業者等が

設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画のこと。

３．【拡充・延長】中小企業の賃上げ支援強化（所得拡大促進税制の拡充）

　この制度は、青色申告法人が、一定の要件を満たした場合に、税額控除できるというもので、
今年度改正ではその基準年度が廃止されるとともに、継続雇用者の範囲が「当期と前期の各月全
てに在籍している者」に変更されました。また、税額控除額についても前年度からの増加額（従
来は基準年度からの増加額）に一定割合を乗じることで算出することにより、制度全体がシンプ
ルになって、幅広い企業の活用が推進されています。
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４．【創設】省エネ再エネ高度化促進投資税制

　2030年度のエネルギーミックス実現に向けて、省エネ投資促進によるエネルギー消費効率の改
善と再生可能エネルギーのさらなる導入拡大を進めるため、省エネ法の規制対象事業者等（需要
側）と再生可能エネルギー発電事業者（供給側）に対して、それぞれ税制措置が講じられること
になりました。

５．【延長】中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例

　この制度は、従業員1,000人以下の中小企業者等が30万円未満の減価償却資産を取得した場合、
当該減価償却資産の取得価額の合計額300万円を限度として、全額損金算入（即時償却）を認め
る制度で、その適用期限が2年延長されます。

　具体的には、需要側が高度省エネルギー増進設備の取得等をして、国内にある事業の用に供し
た場合には、30％特別償却（中小企業者等については、取得価額の７％の税額控除との選択適用）
が可能となります。また、供給側が先進的な再エネ設備の取得等をして、国内にある事業の用に
供した場合には、20％特別償却が可能となります。なお、再生可能エネルギーのうち水力、バイ
オマス、地熱等が対象となり、太陽光、風力、原子力は対象外となります。


